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は じ め に 

 

多摩小平保健所は、北多摩北部保健医療圏の 5 市（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、

西東京市）を所管区域とし、地域における保健衛生行政のうち、広域的、専門的な分野の業務

を担っています。具体的には、地域における健康の保持・増進の観点から食品衛生、環境衛生、

薬事衛生、医療安全、エイズや結核を含む感染症対策、精神保健福祉対策、難病対策など幅広

い分野の取組を行っています。 

 

令和 2 年１月以降国内で感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、各分野に大きな影響

を及ぼしましたが、令和 5 年 5 月に感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ五類

に移行しました。東京都では、新型コロナへの対応で培った経験を踏まえ、未知の新興感染症

にも対応できる体制を整備するため、令和 6 年 3 月に東京都感染症予防計画を改定しました。

また、都保健所の体制・機能について、「新興感染症を見据えた平時からの備え」、「市町村等

関係機関との連携強化」、「ＤＸの推進による業務の効率化」の 3 つを柱として強化を図ってい

くこととしました。 

当保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、平時のうちから健康危機に備え

た準備を計画的に進めるため、令和 6 年 3 月に多摩小平保健所健康危機対処計画を策定しまし

た。計画には人員確保、育成、訓練の実施等を盛り込み、訓練等を通じて効果検証を行い、実

効性を担保した平時からの準備を進めていくこととしております。 

また、令和 6 年 4 月に都保健所の組織改正が行われ、市町村等関係機関との連携強化を図る

ため、新たに市町村連携課が設置されました。新興感染症や災害などの健康危機発生時に圏域

市や医師会、医療機関等とスムーズに連携できるよう、今まで以上に顔の見える関係を構築し、

地域の健康課題等の解決に取り組んでまいります。 

さらに、食中毒等の調査や肝炎ウイルス検診申込みの電子化、新興感染症発生時等に自動応

答振り分け設定が可能な多機能 IP 電話機の導入など、ＤＸを活用した様々な業務の効率化も進

めております。 

 

圏域の保健医療施策を進めるための包括的な計画である「北多摩北部地域保健医療推進プラ

ン」につきましても、北多摩北部地域保健医療協議会における協議を経て、地域の特性や実情

に即した新たなプラン（計画期間：令和 6 年度～令和 11 年度）に改定いたしました。新たな

プランでは、高齢化の進展と人口減少社会を見据え、「健康で安全・安心な生活を送ることが

できる豊かな人生の実現」を引き続き目標として掲げ、各機関と連携しながら保健・医療・福

祉の一層の充実を図ってまいります。 

 

本冊子は、当保健所における令和 5 年度の事業実績をとりまとめたものです。 

住民の皆様、関係機関の皆様に、保健・医療・福祉の行政資料の一つとして本冊子を御活用

いただければ幸いです。 

 

令和 年 月

 

                                     東京都多摩小平保健所長 
山 下 公 平  
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文中に使用した統計数字は、原則として令和 年 月末現在または 年度中のものによる。

ただし、暦年表示が妥当な場合は令和 年 月末現在又は 年中のものを、静態的時点表示の妥

当な場合は各時点のものを、それぞれ使用した。

表中の記号は、次のとおりである。

計数のない場合 ─

計数不明の場合 …

計数のありえない場合 ・

数値微小（ 未満）の場合

減少を表す場合 △

表示数値は下一桁又は下二桁未満を四捨五入した。したがって、合計の数値と内訳の計が一致

しない場合がある。
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